COMPUTEX TAIPEI 2011　COMPUTREND/ジャパンプロダクツエリア出展に関して
------------------------------------------------------------------------------------------------------

■出展申込に関して注意点
------------------------------------------------------------------------------------------------------

１）出展資格

日本企業を対象とした展示エリアです。出展資格は日本国内に法人登記がある企業に限定されます。
出展企業は原則として、IT関連製品の「メーカー」、または展示会の主旨に沿う企業に限定されます。

自社製品を持たない貿易商社、代理店など、場合の方は事前に出展製品をご提示の上、予めご相談ください。
ジャパンパビリオン以外への出展を希望する場合、受付窓口がTCA本部(台北)となります。

台湾に法人がある場合、現地での申し込みが可能になります。

詳細はメールにてお問い合わせください。ippc@tcatokyo.com
２）出展申込ブース数

ジャパンパビリオンは1社で申し込むことができるブース数は、最大4小間です。
資本関係にある本社及び子会社が同時に複数の申し込みはできません。ご注意ください。

３）現場販売の禁止
COMPUTEXでは会場で出展製品を直接来場者に販売することを固く禁じています。
出展製品に価格を付けて陳列し、明らかに会場での販売を目的としている場合、出展中止を命令する場合があります。

また、最終日に出展製品を処分する目的で来場者に直接販売する行為も禁止されています。

サンプル品を提供する場合であっても、ブース内での現金のやりとりはできるだけひかえてください。

物販行為が発見された場合は、会期中であっても主催者の権限で出展の中止を命令する場合があります。

また、物販行為を行った企業は、今後2年間の出展資格を失います。ご注意ください。
４）出展製品について

展示会の主旨に沿わない製品の場合は、出展を受け付けられない場合があります。
出展及び展示に関する活動は、出展ブース周辺に限られています。

出展場所(3×3m)周辺以外での製品説明、資料の配布、移動による展示などの活動は禁止行為となります。
また、申し込み時の出展品目と実際の出展製品が異なる場合、会期中であっても出展中止を命令することがあります。
出展品目(製品コード/届出製品)と実際の出展製品が著しく異なることがないようにご注意ください。

※これまでに「周辺機器」のエリアでアクセサリー(パソコンラックやカバンなどを出展していた事例があります。

また、アクセサリーのエリアで、「腕時計」、「指輪」や「ネックレス」などの貴金属、「トレーニング器具」や「健康食品」など

実際にはIT関連製品とはまったく違う製品を展示していたケースなどがありました。

このようなケースを発見した場合、主催者は出展中止を命令する権限を有し、出展企業は2年間の出展資格の停止となります。

５）知的所有権について

　出展社はその展示製品またはサービスが、着作権など第三者が有する権利を侵害することのないよう、その責任のもとに注意を払わなければなりません。何卒、ご協力ください。

６）災害に関する責任
直接的及び間接的な自然災害や各種感染症、テロなどの原因による展示会の延期または中止、あるいは、第三者の命令または指示よる展示会の延期または中止などに伴う責任及び損害賠償に関しては、主催者は一切の責任を負いません。予めご了承ください。

　
※過去にはSARSによってCOMPUTEX TAIPEIの会期が6月から9月に変更になったケースがあります。

このようなケースの場合、主催者はその対策に最善を尽くしますが、全ての責任を負うものではありません。

　予めご了承ください。

７）最終日の撤収について

展示会の最終日、終了時間前に出展製品の撤収、ブースの撒去する行為は禁止されています。ご注意ください。

出展を目的で会場内に持ち込んだ製品を、展示会終了以前に会場外に持ち出す場合、所定の手続きが必要です。

※毎年、展示会の最終日、終了時間前に出展製品の撤収を始めてしまう企業があります。

こうした行為を防止するために、最終日の展示製品の持ち出しには主催者が一定の制限ルールを定めています。

最終日、終了時間前の撤収はないようご協力ください。ルールについて詳細はＴＣＡ東京事務所まで。

------------------------------------------------------------------------------------------------------

■小間位置と展示方法に関して

------------------------------------------------------------------------------------------------------

１）ジャパンプロダクツエリアの出展位置

ジャパンプロダクツは第１ホールCOMPUTREND内に位置します。第１ホール内でのジャパンプロダクツエリアの位置は
1月末前後に最終決定となります。決定後、速やかにご連絡いたします。

２）ジャパンプロダクツ内、各社の出展位置

ジャパンプロダクツ内における各社の出展位置は、1月下旬から順次希望位置を受け付けます。

選択の順は、第一に申し込み小間数の多い企業を優先とし、次に「受付受理」の番号順に希望位置を受け付けます。

「抽選方式」ではなく、「申し込み順」に希望する場所を選んでいただく方式になりますのでご了承ください。

但し、小間位置決定前に出展料のお振込みを完了してください。
出展料のお振り込みが完了していない場合は、小間位置選びの権利を保留したものとみなします。

お振込み手続きを完了している企業を優先といたしますので、予めご了承ください。

また、一度決まった出展位置は、如何なる理由があっても決定後の変更はできません。この点も予めご了承ください。

３）ブース内の「柱」

ブース内に建物の構造上、「柱」に存在する場合があります。
「柱」が存在するブースに関しては主催者側の規定に基づき出展料を割引きます。(出展料の振込後に差額部分を返金)
ブースの「割引率」についてはTCA東京事務所にお問い合わせください。
「柱」の位置は小間位置決定時に事前にお知らせしますが、稀にパビリオン位置が変更になる場合があります。

このような場合、出展位置の変更、調整ができない場合もありますので、予めご了承ください。

４）ブース内の「消化栓」、「配電盤」

ブース内に建物の構造上、「消化栓」、または「配電盤」が存在する場合があります。
ブース内に「消化栓」、または「配電盤」が存在する場合、主催者側の規定に基づき出展料を割引きます。

ブースの「割引率」についてはTCA東京事務所にお問い合わせください。
※会場の防火や安全の理由上、「消化栓」が設置されているブースでは、「消防栓」の回りに物などを置いたり、
通路を遮る展示物を設置したりすることはできません。展示方法やブース内のご検討の上、配置をお願いします。
万一、改善が必要な場合、会期中であっても主催者がその旨を通知する場合があります。
安全上の措置のため予めご理解の上、ご協力をお願いします。
５）ブースの外装について
ジャパンプロダクツエリアは統一したCOMPUTRENDパビリオンデザインになります。
ブース外装に関しては自由に変更することができません。予めご了承ください。
「社名ボード」に関してもジャパンプロダクツで統一したデザインで制作いたします。

自社製作による持ち込み、会社ロゴ、製品写真、会社名以外の文字の挿入はできませんので、予めご了承ください。

６）出展社名

ブースの「社名ボード」は、申し込みにご提出いただいた会社名を表記します。

申し込み時に出展社名は必ず正式な会社名をご記入ください。

この会社名は、COMPUTEX TAIPEIホームページ、ガイドブックなどに公式データとして掲載されます。

申し込みが受理されてから、企業名の変更はできません。

また、別会社名との二重表記、本社及び支社（支店）の併記もできません。予めご了承ください。

７）ブースの基本設備

　ブース内の基本設備は下記です。

①英文の社名看板×1、②受付カウンター×1、③商談用テーブル×1、④折りたたみ椅子×4、⑤スポットライト×3、
⑥コンセント（電源110V）×1、以上です。

ブース内の展示ディスプレイは、基本設備及びオプション設備をご利用ください。

展示台(鍵付/鍵無)、ガラスショウケース、展示棚、カタログスタンドなどがあります。
詳細はＴＣＡ東京事務所までお問い合わせください。
８）ブースの内装について

ブースの内装は基本的に自由にレイアウトすることが可能ですが、次の点をご注意ください。

オプション設備の内容に関しては、ＴＣＡ東京事務所より「オプション備品カタログ」をお送りします。

カーペットの色、壁紙の変更については原則として禁止です。詳細は事前にご相談ください。
他社に迷惑をかけるほどのスポットライトの増設、過度な照明は原則として禁止です。

大音量でのアナウンスは原則禁止です。映像機器または音響機器は音量規制があります。
９）ブース内の造作

ブース内で木工による展示台の造作、または特殊な装飾を施す場合は、現場工事の監督上の問題から主催者が
指定する装飾業者をご利用いただくことになります。詳細はTCA東京事務所にご相談ください。

10）電源について

各ブースに110V　500Wの電力が設置してあります。電源のコンセントは2口です。
パソコン、プロジェクタなど日本から持ち込む機器に関してはそのまま利用することができます。
延長コードなどは各自ご準備ください。110V　500W以上の電源増設に関しては別途お申し込みください。
11)追加電力について

主催者の指定の業者を通し、追加電力を申込する事は可能です。但し、保証金、電気代の実費など別料金になります。

また、申請の代行費用としてＴＣＡ東京事務所より費用の10％をご請求させていただきます。予めご了承ください。

12)電話/ADSLの申し込みについて

主催者の指定の業者を通し、ADSLを申込する事は可能です。但し、保証金、電気代の実費など別料金になります。

また、申請の代行費用としてＴＣＡ東京事務所より費用の10％をご請求させていただきます。予めご了承ください。

13)出展製品の搬入及び搬出

会期が近づきましたら「出展に関する注意点のお知らせ」にて詳細をご連絡いたします。

搬入及び搬出に関しては原則各社の責任にて行っていただきます。

トラックやワゴンなど搬入車両を利用する場合は事前にご連絡ください。
なお、会場内部への車両の乗り入れはできません。

駐車場の手配、車両待機位置の確保、搬入搬出の際の台車のレンタルなどはできませんので、予めご了承ください。
原則として「会期前2日間」を出展製品の搬入日とします。現地にて吉村が立ち会います。

搬入に関する詳細は会期が近づいて来ましたら別途お知らせいたします。
14)会場ストックルーム

会場にはストックルームがありません。搬入、搬出時の梱包材の保管、処分は各自行ってください。

木箱や大型のダンボール箱などは運送業者に依頼して保管してもらうなどの対処をお願いします。

15)展示品の管理

貴重品などの収納には鍵付きの展示台のレンタルをお勧めいたします。
夜間の警備、盗難防止、セキュリティには万全を尽くしておりますが、出展製品の管理は原則自己責任でお願いします。
16)「参展証」(出展バッチ)ついて

各社ブース4枚ずつ支給いたします。規定によりそれ以上の手配はできかねますので、予めご了承ください。
毎年、余分に出展バッチを希望する方がいますが、追加の発行はできませんので、ご注意ください。
「参展証」(出展バッチ)は出展製品搬入時に出展製品の搬入時に会場にて直接お渡しする予定です。

17)出展に関する注意点

　毎年、現地にて以下のような要望が出されることがありますが、即座の対応が難しいケースがあります。
　各自、事前の準備を周到にお願いいたします。
　・出展製品の搬入の際、搬入路(車輌の待機位置)を確保してほしい。
　・搬入に利用した出展製品のボール箱、木箱を一時的に預かって欲しい。
　・台車を貸して欲しい。
　・「出展バッチ」を追加で手配して欲しい。

　・電源の延長コードが欲しい。

　・現地で名刺がなくなったので印刷したい。

　・会場でインターネットをしたい。（ADSLを追加手配してほしい）

　・出展製品やパンフレット(資料)などをTCA(台北)宛てに送りたい。(受け取り代行/一時保管)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

■キャンセル規定
------------------------------------------------------------------------------------------------------

原則として一度お振込みいただいた出展料は返却できませんので、予めご了承ください。

但し、やむをえない事情で出展を取りやめる場合は、主催者が指定する書式で文書にてご連絡ください。

電話、メールによるキャンセルはお受付できません。お手数でも、署名捺印の上、文書にてご連絡ください。

※キャンセルの場合、返却される金額は主催者の規定に基づき以下のようになります。
①会期の3か月前（2011/3/1以前）に文書にてキャンセル通知があった場合、出展料の50％を返却します。

②会期の2か月前（2011/4/1以前）に文書にてキャンセル通知があった場合、出展料の20％を返却します。

③会期の1か月前（2011/5/1以前）に文書にてキャンセル通知があった場合、出展料の10％を返却します。

④会期の1か月前より後に（2011/5/2以後）のキャンセルの場合は、出展料の返却はできません。 
以上の点、よろしくお願いいたします。
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